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職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハ
ラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管
理上講ずべき措置として、主に以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められています。

事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。
なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければな

らないことにご注意ください。

厚生労働大臣の指針
●事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上

講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号）→P44

●事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等について
の指針（平成18年厚生労働省告示第615号）→P51

●事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき
措置等についての指針（平成28年厚生労働省告示第312号）→P55

●子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が
図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針（平成21年厚生労働省告示第
509号）→P63

職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、
妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント防止のために
事業主が雇用管理上講ずべき措置等Ⅴ

事業主が雇用管理上講ずべき措置 → 詳細はP20～30

■ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
■ 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
■ 併せて講ずべき措置 （プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等）

※ このほか、職場における妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関
するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含ま
れます。

さらに、実施が「望ましい」とされている取組（P31～33）についても、責務の
趣旨も踏まえて積極的に対応しましょう。

事業主は、日頃から労働者の意識啓発等、ハラスメント防止対策の周知徹底を図
るとともに、相談しやすい相談窓口となっているかを点検する等職場環境に対する
チェックを行い、特に未然の防止対策を十分に講じるようにしましょう。
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職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置

職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 →詳細 P26

事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。

事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。

再発防止に向けた措置を講ずること。

併せて講ずべき措置 → 詳細 P28

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。

事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等
を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 →詳細 P22

相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 →詳細 P24

相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメン
トに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント

・パワーハラスメントの内容
・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に
規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

事業主が、その雇用する労働者又は事業主（法人である場合はその役員）自身が行う職場における
パワーハラスメントを防止するために雇用管理上講ずべき措置は以下のとおりです。

※ 事業主は、これらの措置を必ず講じなければなりません。

★ このほかの望ましい取組についても、P31～33を参照の上、積極的な取組をお願いします。
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職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 →詳細 P26

事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。

事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。

再発防止に向けた措置を講ずること。

併せて講ずべき措置 →詳細 P28

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。

事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度の利用等を理由として解
雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 →詳細 P22

相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 →詳細 P24

相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント
が現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、これらのハラスメントに該当するか否か
微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する
ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

→詳細 P30

業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の
労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

・セクシュアルハラスメントの内容
・セクシュアルハラスメントを行ってはな
らない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周
知・啓発すること。

・妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントの
内容
・妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する否定的な言動が
職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラ
スメントの発生の原因や背景となり得ること
・妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントを
行ってはならない旨の方針
・制度等の利用ができること
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントの
行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む
労働者に周知・啓発すること。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する
ハラスメントを防止するために講ずべき措置

職場におけるセクシュアルハラスメントを
防止するために講ずべき措置

指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント

事業主が、職場におけるセクシュアルハラスメント又は妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介
護休業等に関するハラスメントを防止するために雇用管理上講ずべき措置は以下のとおりです。

※ 事業主は、これらの措置を必ず講じなければなりません。

★ このほかの望ましい取組についても、P31～32を参照の上、積極的な取組をお願いします。

⑪

21



・ 雇用管理上の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケー
ト調査や意見交換等を実施する等により、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努
めること（労働者や労働組合等の参画を得る方法として、例えば、労働安全衛生法に基づく衛生委
員会の活用等も考えられます）。

＜望ましい取組＞

＜パワーハラスメント＞
・ 職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、コミュニ

ケーションの活性化や円滑化のために研修等の必要な取組を行うことや適正な業務目標の
設定等の職場環境の改善のための取組を行うこと。

（２） 職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組

（３） 労働者や労働組合等の参画

取組例
■ 相談窓口で受け付けることのできる相談として、パワーハラスメントのみならず、セク

シュアルハラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント等も明示
すること。

■ すでに設置されているセクシュアルハラスメントの相談窓口が、パワーハラスメントや
妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント等の相談窓
口を兼ねることとし、全ての労働者に周知すること。

（１） 各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備
・ 職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラス
メント及び育児・介護休業等に関するハラスメントはそれぞれ又はその他のハラスメントと複合
的に生じることも想定されることから、あらゆるハラスメントの相談について一元的に応じるこ
とのできる体制を整備すること。

職場におけるハラスメントの防止のための望ましい取組

事業主は、職場におけるハラスメントを防止するため、次の取組を行うことが望ましいものです。

＜妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント＞
・ 妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周

囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行して
いくという意識を持つこと等を、妊娠等した労働者に周知・啓発すること（育児・介護休
業等に関するハラスメントについては、派遣労働者にあっては派遣元事業主に限る）。

取組例
（コミュニケーションの活性化や円滑化のために必要な取組）
■ 日常的なコミュニケーションを取るよう努めることや定期的に面談やミーティングを

行うことにより、風通しの良い職場環境や互いに助け合える労働者同士の信頼関係を築
き、コミュニケーションの活性化を図ること。

■ 感情をコントロールする手法についての研修、コミュニケーションスキルアップにつ
いての研修、マネジメントや指導についての研修等の実施や資料の配布等により、労働
者が感情をコントロールする能力やコミュニケーションを円滑に進める能力等の向上を
図ること。

（職場環境の改善のための取組）
■ 適正な業務目標の設定や適正な業務体制の整備、業務の効率化による過剰な⾧時間労

働の是正等を通じて、労働者に過度に肉体的・精神的負荷を強いる職場環境や組織風土
を改善すること。
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事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行う
ことが望ましい取組の内容Ⅵ

○ 労働施策総合推進法等に定められた事業主・労働者の責務規定(P18参照)の趣旨に鑑みれば、事業主
は、責務規定で明示されている他の労働者（他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。）に対
する言動のみならず、労働者以外の者に対する言動についても、その雇用する労働者が注意を払うよ
う配慮するとともに、事業主自身や労働者もその言動に注意を払うよう努めることが望ましいもので
す。

○ こうした事業主・労働者の責務の趣旨も踏まえれば、事業主は、その雇用する労働者以外の者（＊）
に対する言動についても、以下の取組を行うことが望ましいため、積極的に対応を進めましょう。
＊ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、労働者以外の者（個人

事業主等のフリーランス、インターンシップを行っている者、教育実習生等）

（１） 雇用管理上の措置として職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等
を行う際に、これらの者に対する言動についても同様の方針を示すこと。

（２） これらの者から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場合に、その
内容を踏まえて、Ⅴの雇用管理上講ずべき措置を参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行
うように努めること。

ポイント

● （２）の「Ⅴの雇用管理上講ずべき措置を参考にしつつ」とは、Vに記載された予防から再発防
止に至る一連の雇用管理上の措置全体を参考にするという趣旨です。

● 特に、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等については、正式な採用活動のみ
ならず、OB・OG訪問等の場においても問題化しています。

企業としての責任を自覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラスメント等は行っ
てはならないものであり、厳正な対応を行う旨等を研修等の実施により社員に対して周知徹底する
こと、OB・OG訪問等も含めて学生と接する際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の
防止に努めましょう。

● 採用内定者に関しては、裁判例では、採用内定の法的性質は事案により異なるとしつつ、採用内
定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない事案におい
て、採用内定通知により、始期付きの解約権を留保した労働契約が成立するとされています。この
ため、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者についても、雇用管
理上の措置や相談等を理由とした解雇その他不利益な取扱いの禁止の対象となり、採用内定取消し
は不利益な取扱いに含まれます。

＜望ましい取組＞
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【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_
00002.html 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス・事業者間取引適正化等法）が令和
６年11月1日に施行され、個人として働くフリーランス（法律上の特定受託事業者）に対して業務委託を
行う発注事業者は、職場におけるハラスメントのみならず、フリーランスに対して行われる業務委託に関
するハラスメントについても、相談体制の整備等の措置を講じることが義務づけられました。また、フ
リーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

フリーランスに対するハラスメント対策を講じるにあたっては、雇用主として職場におけるハラスメン
ト対策のために整備した社内体制やツールを活用することも可能です。詳しくは厚生労働省HPからご確
認ください。



事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主（その者が法人である場合にあっ
ては、その役員）からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、
著しく不当な要求等）により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、雇用管理上
の配慮として、例えば、（１）及び（２）の取組を行うことが望ましいものです。

また、（３）のような取組を行うことも、その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有
効と考えられます。

Ⅶ

● 事業主は、自らの雇用する労働者への安全配慮の観点からも、取引先等からのパワーハラスメン
トや顧客等からの著しい迷惑行為によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
上記の望ましい取組について積極的に対応を行いましょう。

● 業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態等
における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めること
も、被害の防止に当たっては効果的と考えられます。

● 顧客等からの著しい迷惑行為については、令和３年度に、
消費者庁・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省等が連携して

「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成しています。
下記URL、二次元バーコードからご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

＜望ましい取組＞
（１） 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・ Ⅴの３及び４（P24）の取組例も参考にしつつ、以下の取組を行うこと。
① 相談先（上司、職場内の担当者等）をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。
② ①の相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにする

こと。
・ 併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行っては

ならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

（２） 被害者への配慮のための取組
・ 相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや

顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取
組を行うこと。

（３） 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著し
い迷惑行為による被害を防止するための取組

・ 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為へ
の対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行うこと。

■ 事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為
を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。

取組例

ポイント

事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメント
や顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組
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